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「講座資料」の取り扱いについて（手順＆注意点） 

  

表題の作業を進めるにあたり、関係する担当者がスムーズに連携を図るため、以前の運営委員会及び

本年 4 月 21 日運営委員会で確認された手順や注意する事柄について、あらためて以下の通りにお

知らせをします。 

 

                    【講師と招聘者の事前打合せ】 

① 招聘者は、講座日から逆算して遅くても 2 週間前を目途に、講座当日に配布する

資料がある場合は、講師から「原稿ファイル」を入手し、※関係者へ送付する。 

※関係者：受講するふたつのグループ長及び総務部主管 

                   ② 招聘者は「リモート講座の講師事前聞取りチェックシート」を基に講座当日の要望事

項などの結果について、※関係者へ通知する（口頭又は書類の送付可） 

                        ※関係者：メイン会場で受講するグループ長及び同グループホスト担当者幹事 

 

 

 

 

 

 

 【資料の作成】 

① 当会では原則「資料の配布は行わない」ことで講座を行うようにお願いをしており

ます。しかし止む無く、殆どの講座において「資料の配布」を行っている現状です。 

資料の作成は招聘の経緯、謝礼などを勘案して、すべて当会の負担（人＆もの）で

行っています。印刷に当たっては、カラー印刷の厳禁、可能な限り枚数の削減など

を踏まえ資料の作成に当たってください。 

② 受講するグループは、グループ毎に印刷を行うかどうかを“グループ長”同士で打

合せのうえ、確認し合って、当日の資料配布に備えて下さい。 

③ 印刷部数は原則、受講グループの会員数としますが、過去の出席率や会員の当日

開催の講座への関心度など勘案してグループ長の判断で決めてください。 

④ 当日、リモート受講（サブ会場を除く）を希望する会員より「講座の資料」の提供の

要請がある場合は、総務宛に「お知らせ（mail 通知）」を受けて、資料の配信を行い

ます。 ※２０２３年５月度の広報誌（第２号）で詳しく会員へお知らせする予定。 

 

 

  

講 師 招 聘 者 

講師との事前打合せ 

連絡を受けたグループ長 

●配布資料の必要性を検討 

●配布資料の作成方法検討 

●リモート講座方法の確認 

連 絡 を 受 け た ホ ス ト 担 当 者 

●要望事項の確認を行い、招聘者に確認結果を必ず報告。 

●問題点（要望応えられない場合）はメンバー会世話役と協議

して結論を招聘者に伝え、講師との調整をお願いする。 

講座日を迎えて 

●「講座資料」の配布は、受付場所にて配布する。（当日、会員外の受講者にも同様に配布する） 

●配布物の残部数は、同窓会室内の当会スペースに格納する（但し、1か月後を以て、廃棄物として処理します） 

●講師招聘者は閉講後、講師より「当日の講座状況やリモートについて」の指摘や感想などについて、グループ

長にフィードバックを行って頂き、今後のより良い「講座」の開催に繋げて参りましょう。 


